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第一号議案 平成 20 年度活動報告 

 
第一回協議会総会で承認された下記の活動について、活動を実施した。（詳細は参考資料参照） 
（１）メーリングリストの開設 

（２）リーフレットの作成・配布 

（３）ワークショップの開催と保全活動の実施 

（４）サンゴ-ジュゴンに関するパネルの巡回展の開催 

（５）国際サンゴ礁年 2008 の検証及び継承 

（６）各地域のサンゴ礁保全に関わる問題の収集と周知 
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第二号議案 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会寄付金細則 (案) 

 
協議会の資金を集めるため、以下のとおり細則を作成したい。 

 
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会寄付金等細則（案） 

 
（目的） 

第 1条 この細則は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会規約第 27条に基づく、寄付金等の運営に
関し必要な事項を定めるものである。 

 
（定義） 

第 2条 この細則において「寄付金等」とは、個人や団体等の意志や了解によって支払われる金
銭等をいう。 

 
（寄付金等の受け入れ） 

第 3条 資金調達委員会は、寄付の申請を審査し、受け入れについて適当であると認めたものに
ついて、理事会において承認を得る。 

 
（受け入れの制限） 

第 4条 次の各号に該当する場合は、寄付金等を受け入れることができない。 
（１）寄付金等により取得した財産を無償で譲渡する場合。 
（２）寄付金等の使途について、寄付者が会計検査を行う場合。 
（３）寄付金等の申し込み後、寄付者がその意志により寄付金の全部又は一部を取り消すこ

とができる場合。 
（４）寄付金等を受け入れることにより、協議会の業務又は財政に特段の負担又は支障があ

ると認められる場合。 
 
（寄付金等の使途） 

第 5条 寄付金等は第 6条の場合を除き、次の取り組みを支援するために活用する。 
（１）協議会の運営 
（２）総会で承認された活動計画 
（３）その他サンゴ礁の保全に関すること 

 
（使途の指定） 

第 6 条 寄付者は自らの寄付金等の使途を協議会の趣旨の範囲内においてあらかじめ指定でき
る。 
２ 協議会は、寄付者の意思を尊重し、寄付金等を指定された使途に供するよう努めなくて

はならない。 
３ やむを得ず指定された使途に供することができないことが明らかになったとき又は３

年以上供することができなかったときは、寄付者の同意を得て前条各号の用に供するもの
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とする。ただし、相当の努力にも拘わらず、寄付者に連絡が取れない場合は、理事会への

報告を経て、寄付者の同意があったものとみなす。 
 
（管理） 

第 7条 運営委員会は寄付金等を、適正に管理・運用する。 
2 寄付金等に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管
しなければならない。 

 
第８条 集められた寄付金等は、定期総会にて収支報告し、寄付者から求められた場合、別途寄

付者に報告する。 
２ 資金調達委員会は、寄付の受け入れを承認したとき、その旨を協議会のホームページ、

ブログ又はその他の告知媒体に掲載して報告するものとする。ただし、寄付者が希望しな

かったときはその限りではない。 
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第三号議案 規約の修正 
規約の第 7条、第 10 条、第 17 条、第 18 条について、以下のとおり修正したい。 

 

第三－一号議案 第 7条の改正 

規約第 7条に協議会への参加意志について定義されていなかったため、下記のとおり追加したい。 

 
第 7条改正案 

改正前 改正後 

（権利の停止） 

第 7 条 協議会に参加の意思がないと理

事会が認めた場合、会員の権利は

停止される。 

 

（権利の停止） 

第 7 条 協議会に参加の意思がないと理

事会が認めた場合、会員の権利は

停止される。 

2 協議会への参加の意思がないと

は、総会開催の案内を送付後、総

会参加の意思表示や委任状およ

び議決権行使書の送付が２年間

続けてない場合をいう。 

 

 

 

第三－二号議案 第 10 条の改正 

第一回総会において、第 9 条では「除名」、第 10 条では「解任」となっているため用途の統一

が提案された。そのため、規約第 10条について、下記のとおり修正したい。 

 
第 10条改正案 

改正前 改正後 

（会員資格の喪失） 

第 10 条 会員は、次の事由によって、そ

の資格を喪失する。 

(1) 辞任 
(2) 死亡、失踪の宣告 
(3) 会員が属する団体若しくは法人
の解散 

(4) 解任 

（会員資格の喪失） 

第 10 条 会員は、次の事由によって、そ

の資格を喪失する。 

(1) 辞任 
(2)死亡、失踪の宣告 

(3)会員が属する団体若しくは法人

の解散 

(4)除名 

 
 
 

第三－三号議案 第 17 条の改正 

規約第 17条の総会の成立要件について、下記のとおり修正したい。 
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第 17条改正案 
改正前 改正後 

（総会の議決方法） 

第 17 条 総会は会員の過半数以上の出

席により成立する。 

     2  会員は総会において、各１票の

議決権を有する。但し、前条第

５号に関する議事については、

当該会員は議決権を行使できな

い。 

     3  総会の議事は、出席した会員の

過半数の同意をもって決し、可

否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

     4  総会に出席できない会員は、所

定の様式により他の出席会員へ

その議決権の行使を委任するこ

とができる。この場合、これを

出席者と見なす。 

 

（総会の議決方法） 

第 17 条 総会は会員の過半数以上の出

席により成立する。 

     2  会員は総会において、各１票の

議決権を有する。但し、前条第

５号に関する議事については、

当該会員は議決権を行使できな

い。 

     3  総会の議事は、出席した会員の

過半数の同意をもって決し、可

否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

     4  総会に出席できない会員は、所

定の様式により他の出席会員へ

その議決権の行使を委任するこ

とができる。この場合、これを

出席者と見なす。 

5 総会の成立要件である会員の過

半数以上とは、会員の総数から、

第７条第 2 項で会員の権利を停

止されている者を除いた会員の

過半数とする。 

 
 
 

第三－四号議案 第 18 条の改正 

規約には総会の委任について第 17 条には定義されているが、理事会の委任について定義されて

いない。そのため、第 18条に理事会の委任について、下記のとおり追加したい。 

 
第 18条改正案 

改正前 改正後 

（理事会） 

第 18 条 理事会は、必要に応じて開催す

る。 

     2  理事会は、理事の過半数の出席

により成立する。 

     3  理事会の議事は、出席した理事

の５分の３以上により決する。 

（理事会） 

第 18 条 理事会は、必要に応じて開催す

る。 

     2  理事会は、理事の過半数の出席

により成立する。 

     3  理事会の議事は、出席した理事

の５分の３以上により決する。 
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   4  理事会の議長は、会長がこれに

あたる。 

 

   4  理事会の議長は、会長がこれに

あたる。 

5 理事会に出席できない会員は、所

定の様式により他の出席理事

へ、理事会での決議事項の議決

について、委任することができ

る。この場合、これを出席者と

みなす。 
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第四号議案 平成 21 年度事業計画改訂(案) 

第 1回総会で承認された平成 21年度計画について、より柔軟な協議会活動を行うため、「５）そ
の他活動に必要な事項」加え、次のように（二重線部分）修正したい。 

 
 
本協議会は、沖縄県内のサンゴ礁保全活動を推進し、健全なサンゴ礁生態系を維持するととも

に持続的な利用による地域づくりを目指している。平成 21年度は、本協議会組織を維持・運営
するとともに会員によるサンゴ礁保全活動の推進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【本協議会の運営】 
本協議会は、年 1回総会を開催し、その年の活動結果及び次年度の活動計画を報告する。また、
本協議会活動を円滑に進めるため、年 3回程度の理事会を開催する。 
総会の開催準備は総会準備委員会が、理事会の開催は運営委員会が行い、事務局はそれぞれの

委員会の指示に従って適宜その作業を補佐する。なお、これら本協議会の運営にかかる経費は、

資金調達委員会が、各種助成金や行政の業務費、基金等を申請して調達する。 
 
【保全活動の推進】 
本協議会では、会員によるサンゴ礁保全活動を、①情報の収集と提供、②サンゴ礁保全のため

の提言、③資金の収集と提供、の 3つの柱を軸に推進する。 
活動の推進に当たっては、下記委員会がそれぞれの柱を担当し、必要に応じて本協議会の中に

作業部会を設置して行う。 
 

表．本協議会で推進するサンゴ礁保全活動の柱と実施主体となる委員会 
活動の柱 担当委員会 

①情報の収集と提供 広報委員会 
②サンゴ礁保全のための提言 企画委員会 

企業 
個人・団体

行政 

資金源 
協議会 

理事会    事務局 

資金
NPO

個

個

個

個

個

個人・団体 
行政

＜協議会の運営＞ 

資金

活動主体 

保 

全 

活 

動 

の 

実 

践 



 8

③資金の収集と提供 資金調達委員会 
 
【平成 21年度の活動】 
平成 21年度は、それぞれの柱に基づき、以下の 4つの活動を行う。 

 
１）『沖縄県のサンゴ礁についての現状取りまとめ』（①情報の収集と提供：広報委員会） 
沖縄県内のサンゴ礁に関する既存情報を収集し、サンゴ礁の現状について取りまとめる。取り

まとめた情報は本協議会内で共有するとともに、本協議会ホームページ等を通じて一般にも発信

する。 
また、会員の活動内容、専門性、提供できるサービスなどの情報を収集し、サンゴ礁保全に関

する人材情報を蓄積する。 
 
２）『沖縄県におけるサンゴ礁保全についての提案』（②サンゴ保全のための提言：企画委員会）

①で行った評価結果を元に、サンゴ礁保全に必要な対策や保全活動の方向、実施可能な保全活

動などを提案する。それらの提案は本協議会内で共有するとともに、本協議会ホームページ等を

通じて一般にも発信する。 
 
３）『自然資源に関する地域での意識調査』（③資金の収集と提供：企画委員会） 

WWFジャパン（以下、「WWFJ」）より、平成 21年度に南西諸島の自然資源に関する地域で
の意識調査の一環として実施する、沖縄県及び鹿児島県奄美地域での地域調査に関し、本協議会

との連携による資金の提供が提案されている。これは、南西諸島の各地域において、サンゴ礁を

含む自然資源を地域住民がどのように認識しているかを把握するための意識調査である。 
そこで、本協議会では平成 21年度の活動として、調査内容の検討、関係者への連絡調整及び

現地調査等について、WWFJと連携してその実施に協力する。 
なお、本協議会の活動としては③「資金の収集と提供」の柱に関する活動であるが、すでに調

査実施段階に入っているため、WWFJとの調整は企画委員会が当たる。 
 
４）『資金調達に関する戦略の検討』（③資金の収集と提供：資金調達委員会） 
今後の本協議会の自立的運営を含み、必要とされるサンゴ礁保全活動に対して、どのようにそ

の資金を獲得するか、その方法を戦略的に検討する。 
 
５）『その他活動に必要な事項』 
上記 4 つの活動以外の規約第 5 条協議会の活動に合致した活動については、理事会で承認す

る。 
 
●活動の期間：上記の４つの活動期間は、平成 21年 4月 1日から平成 22年 3月 31日までとす
る。 
●活動の報告：活動の結果は、平成 21年度の総会で報告し本協議会内で共有するとともに、本
協議会ホームページ等を通じて一般にも発信する。また、理事会より指示のあった場合は、逐

次中間及び進捗状況を報告する。 
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●活動経費：１）、２）及び４）の活動は各委員のボランティアによるものとし、必要な消耗品

費、事務管理費等は、本協議会の運営費で負担する。３）の活動については、WWFJ と協議
しながら必要な経費を調達する。 

 
活動予定： 

活動 ４～７月 ８～11月 12～３月 備考 
１）沖縄県のサン

ゴ礁についての現

況取りまとめ 
 

   
 
 
 
 
      ● 
 

 
 
 

２）沖縄県におけ

るサンゴ保全につ

いての提案 
 

   
 
 
 
 
      ● 
 

 

３）自然資源に関

する地域での意識

調査 
 

   
 
 
 
 
      ● 
 

WWFJ のプロ
ジェクト執行

年度は 10 月か
ら翌年 9月 
 
 
 
 

４）資金調達に関

する瀬略的方法の

検討 
 

   
 
 
 
 
      ● 
 

 

５）その他活動に

必要な事項 
   

      ● 
 

 

 

情報収集 

分析 

報告 

現況情報の分析 

保全提案の検討

取りまとめ 

取りまとめ

現地調査 

結果分析 
追加調査 

取りまとめ

検討会議及び Eメールでの議論 

取りまとめ及び次年度資金計画 

報告 

報告 

報告 

報告 
理事会等により審議 
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第五号議案 平成 21 年度の収支予算改訂(案) 

 

  平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日までの収支予算(案)を次のとおり修正したい。 

 

 ● 収 入 

１）県受託による事業費  500,000 円 （申請予定） 

２）その他助成金等   600,000 円 （申請予定） 

３）寄付    100,000 円 （猪澤理事ほか） 

          

    収入合計 1,200,000 円 

 

 ● 支 出 

１）協議会の運営費 

①会議費 理事会開催費  100,000 円 （３回程度開催） 

総会開催費   50,000 円 （１回開催） 

②消耗品費    100,000 円 

③通信費    100,000 円    

    小計 350,000 円 

２）保全活動の推進事業費 

①沖縄県のサンゴ礁についての現況とりまとめ 

       50,000 円 

 ②沖縄県におけるサンゴ礁保全についての提案 

       50,000 円 

 ③自然資源に関する地域での意識調査 

  （WWFJ と連携するため経費負担は要調整） 700,000 円 

 ④資金調達に関する戦略的方法の検討  50,000 円    

小計 850,000 円 

          

    支出合計 1,200,000 円  

 

下線部分を修正して提案いたします。 
 

 

 



参考資料１
 
平成 20 年度活動報告詳細 
 

（１）メーリングリストの開設 

 

本協議会会員の相互交流を促すことを目的に、会員間メーリングリストを開設し運営し

た。2009 年 1 月にフリーのメーリングリストサービス（FreeML）にてメーリングリストを

開設した。フリーのメーリングリストサービスとしたのは、協議会の今後の運営を考え、

無料で利用できるサービスを選んだ。 

 
 



参考資料１
 

（２）リーフレットの作成・配布 

 

県民及びその他へ本協議会の存在と意義等の認知を促し、入会へつなげるため、本協議

会を紹介するリーフレットを作成した。 

 

 
リーフレットの仕様：サイズ A4（両面）、三つ折り、2000部 
リーフレットの内容：設立趣意書、基本理念、申し込み案内、問い合わせ先 
 
リーフレット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



参考資料１
 

（３）ワークショップの開催と保全活動の実施 

 

本協議会と地域、または地域内、地域間のネットワークづくりと相互の活動の相乗効果

を高めるために、地域ワークショップの開催（２地域）や地域保全活動（１地域）を実施

した。 

 
ワークショップの実施概要 

開催年月日 場所 関係団体 備考 

2008 年 1月 17

日 

宮古島市 

宮古島市役所 

ダイビング業者・エコツー業

者・観光協会・役場・市民 

NPO 法人海の自然史

研究所 

2008 年 3 月 8

日 

北谷町 

宮城区公民館 

自治会・ダイビング業者・漁業

者・市民・サーフィン団体 

NPO 法人エコ・ビジ

ョン沖縄 

 
 
地域保全活動の実施概要 

開催年月日 場所 関係団体 備考 

2009年 3月 8日 
北谷町宮城区

公民館 

漁業者、ダイビング業者、サー

ファー、市民 

パネル展も同時開

催 

 

 

 

（４）サンゴ-ジュゴンに関するパネルの巡回展の開催 

 

沖縄県民あるいは沖縄を訪れる観光客等を対象に、サンゴ礁の海の素晴らしさ、サンゴ

礁が身近な存在であること、また、それが如何なる状況かを知ってもらうこと、そして本

協議会の存在を紹介することを目的に、企画展を開催した。詳細については、第六章参照。 

2008 年 10 月から 2009 年 3 月までの期間、宮古島、石垣島、久米島、沖縄島（南、中、

北部）で以下の通りパネルの巡回展を開催した。開催に際しては、各地域の自然環境保全

に関係する団体の協力を得て実施した。 

 

巡回展の開催概要 

開催期間 地域 場所 備考（協力団体） 

2008 年 10月 10

日-10 月 16 日 

宮古 宮古島市：宮古空港 NPO 法人おきなわ環境ク

ラブ 

2008年 10月 26

日-11 月 1 日 

八重山 石垣市：離島旅客ﾀｰﾐﾅﾙ 八重山サンゴ礁保全協議

会 

2008 年 11 月 6

日-12 月 5 日 

久米島 久米島町：久米島空港・久米島

町役場・具志川改善センター・

久米島町自然文化センター 

久米島ホタルの会 

2008年 12月 13

日 

沖縄南部 那覇市：沖縄産業支援センター 沖縄県サンゴ礁保全推進

協議会 

協議会総会同時開催 

2009年2月5日

- 

2 月 26 日 

沖縄北部 本部町：沖縄美ら海水族館 沖縄美ら海水族館 

2009年3月8日 沖縄中部 北谷町：宮城区公民館 ワークショップ同時開催
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（５）国際サンゴ礁年 2008 の検証及び継承 

 

2008 年 1 月からの年間キャンペーンである国際サンゴ礁年 2008 の活動を整理し、その効

果等を検証した。また、ポスト国際サンゴ礁年として 2009 年以降、サンゴ礁保全に対して

推進すべき活動などを事務局と調整した。例示的には、国際サンゴ礁年キャンペーン国内

ネットワーク（ＭＬ等）と本協議会会員相互の連携やキャンペーン内活動成果（サンゴマ

ップ作成等）の案内等を検討した。 

 

検証 

サンゴ礁年 2008 の活動について整理した（表 2-2-2）。 

 

表 2-2-2．サンゴ礁年 2008 のホームページに登録された活動（国際サンゴ礁年 2008 のホー

ムページのデータを元に作成） 

地域 件数 活動の種類 件数 活動の種類 件数
全国の活動 166 知ろう 68 イベント 30
沖縄 76 行こう 38 セミナー 14

守ろう 37 シンポジウム 3
保全活動 31
広報 4
ダイビングツアー 5
シュノーケリング 13
学習 33
キャンペーン 5
その他 13  

 

 

継承 

全国的な国際サンゴ礁年 2008 の活動の継承に関しては、推進委員会で議論され、主たる

活動が、各活動主体によって継承されることとなった。協議会は、サンゴ礁年事務局（環

境省など）や活動実施主体と調整した。 
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（６）各地域のサンゴ礁保全に関わる問題の収集と周知 

 

陸域を含めたサンゴ礁に関する個別の問題について、会員の積極的な参加の下、メーリ

ングリストやホームページ等を活用しながら情報を収集し、広く周知した。ホームページ

上で下記のアンケートを実施し、結果をとりまとめた。結果は、ホームページで公開した。 

 

アンケート質問の内容 
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アンケート結果の公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


